
 

 

応急仮設住宅受水槽保守業務仕様書 
 

１．目  的  給水施設のうち、飲料水用の受水槽、点検及び調整等の保守を行うものである。 

 

２．業務箇所  別紙のとおり 

 

３．業務内容（清掃業務 1 回/年） 

(1) 槽内の周壁、底部の汚れ除去 

(2) 槽内管類の錆落とし、防錆措置 

(3) 槽内の消毒２回 

(4) 受水槽、高置水槽の外壁、上面の清掃 

(5) マンホールパッキンの効果点検（不良品の交換を含む） 

(6) マンホール鍵の点検（注油及び不良品の交換を含む） 

(7) 通気管、ドレン管口、オーバーフロー管等の防虫網点検、取付 

(8) 据え置きポンプの外観点検、錆落とし 

(9) ボールタップの点検 

(10) フート弁の点検 

(11) 感知棒の点検 

(12) 総合作動の確認 

(13) 実容量の確認 

(14) 作業員の衛生管理を徹底すること。 

(15) 作業数量については別添のとおり 

 

４．関係法規       建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 

 

５．一般事項 (1) 清掃時の全槽水質試験検査の実施（建築物衛生法に基づく省略不可検査項目及び石川県指導項目・1

3 検体）及び検査結果書の提出 

(2) 本業務の全て、または大部分を一括して第三者に委託し、もしくは請負わせてはならない。 

(3) 本業務には、現場で修理調整が可能な軽易な補修を含む。ただし、費用が嵩むと思われる補修につい

ては、見積書を添えて被災者生活再建支援課へ報告する。内容によっては被災者生活再建支援課の指

示により補修し別途精算するものとする。 

(4) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 


